
場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

※12月の納期限日は25日になります。その他の月の納期限日は月末です。
　納期限日が、土・日・祝日にあたる場合は、翌日が納期限日となります。
　

市税の納期に関するお知らせ
区　分

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

固定資産税

１期

２期

３期

４期

市・県民税

 

１期

２期

３期

４期

軽自動車税

全期

国民健康保険税

 

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

令和８年　4月30日（木）

　　　　　6月 1日（月）

　　　　　6月30日（火）

　　　　　7月31日（金）

　　　　　8月31日（月）

　　　　　9月30日（水）

　　　　11月 2日（月）

　　　　11月30日（月）

　　　　12月25日（金）

令和９年　2月 1日（月）

　　　　　3月 1日（月）

　　　　　3月31日（水）

納　期　限　日

を
受
け
た
方（
施
設
入
所
者
を
除
く
）

利
用
可
能
事
業
者

　
御
坊
第
一
交
通
㈱
、
中
紀
河
南

タ
ク
シ
ー
㈱
、
印
南
交
通
㈱
、
愛

あ
い
ケ
ア
フ
レ
ン
ズ
、
港
タ
ク

シ
ー
㈱
、
介
護
タ
ク
シ
ー
ふ
く
し

ん
、H

appy
A
rt

合
同
会
社
、
㈱

川
上
タ
ク
シ
ー
、
中
紀
バ
ス
㈱
、

熊
野
御
坊
南
海
バ
ス
㈱
、
紀
州
鉄

道
㈱
、
㈱S

O
uR

IR
E

、
和
歌
山

福
祉
救
急
移
送
㈱
、
ケ
ア
タ
ク

シ
ー
樹
、
こ
こ
ろ
ね
ケ
ア
、
介
護

タ
ク
シ
ー
し
お
さ
い
、
サ
ク
ラ
交
通
㈱

申
請
方
法

高
齢
者

　
健
康
長
寿
課
に
て
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
。

運
転
免
許
返
納
者
及
び
失
効
者

　
運
転
経
歴
証
明
書
（
運
転
免
許

の
取
消
通
知
書
で
も
可
）
を
持
参

し
、
健
康
長
寿
課
に
て
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

※

受
付
開
始
は
、
４
月
１
日
（
水
）

で
す
。

障
害
者

　
申
請
不
要
で
す
。
社
会
福
祉
課

　
高
齢
者
・
障
害
者
の
方
を
対
象

に
、
日
常
の
買
い
物
や
通
院
な
ど

に
利
用
す
る
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
等

の
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
「
外

出
支
援
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。

助
成
額
　

　
一
人
あ
た
り
年
間
１
万
円
分
の

外
出
支
援
券
を
交
付

有
効
期
限
　
令
和
９
年
３
月
末

対高
齢
者

　４
月
１
日
現
在
で
75
歳
以
上
の
方

で
、
在
宅
の
住
民
税
非
課
税
の
方

運
転
免
許
返
納
者
及
び
失
効
者

　

　
４
月
１
日
現
在
で
65
歳
以
上
の

方
で
、
免
許
自
主
返
納
者
及
び
免

許
失
効
者

障
害
者

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
交
付

高
齢
者
・
障
害
者
の
方
へ
の

　外
出
支
援
事
業
に
つ
い
て

体
験
教
室 

参
加
者
募
集
！

万
華
鏡
を
作
っ
て
み
よ
う
！

か
ら
対
象
者
に
郵
送
し
ま
す
。

問
　
健
康
長
寿
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
８
５
１

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

問
　
社
会
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

　
　
　

仮
算
定
廃
止
に
係
る
変
更
点

・
保
険
料
の
通
知
回
数
が
年
２
回

（
４
月
と
７
月
）
か
ら
、
年
１

回
（
７
月
）
と
な
り
ま
す
。

・
保
険
料
の
納
付
回
数
が
年
12
回

か
ら
９
回
に
な
り
ま
す
。
年
間

保
険
料
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
健
康
長
寿
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
長
寿
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
８
５
１

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

納　期　限
今月の納期限は４月30日（木）です
♢固定資産税（第１期）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　４月17日（金）
　　　10：00～15：00
　場　福祉センター３階
　相談員　人権擁護委員
　問　和歌山地方法務局御坊支局
　　　☎0738-22-0335
※人権相談は、法務局において
常時受け付けています。

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　４月８日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

介
護
保
険
料
の
普
通
徴
収
に
係
る

　
　
　
　仮
算
定
を
廃
止
し
ま
す

　
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
環
境
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

　
令
和
８
年
度
の
固
定
資
産
価
格

等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

対
　
固
定
資
産
税
（
土
地
ま
た
は

家
屋
）
の
免
税
点
以
上
の
納
税

者
等

時
　
４
月
１
日
（
水
）
〜
30
日
（
木
）

　
　
８
時
30
分
〜
17
時

※

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

場
　
税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

問
　
税
務
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

ステーションステーション

　
令
和
８
年
度
（
令
和
８
年
４
月

分
〜
令
和
９
年
３
月
分
）
に
お
け

る
国
民
年
金
保
険
料
の
月
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料

　
１
７
，９
２
０
円
（
月
額
）

※

ま
と
め
て
前
納
す
る
と
、
割
引

が
あ
り
ま
す
。

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

時
　
５
月
21
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

　
を
受
付
し
て
い
ま
す
）

　
次
回
以
降
の
日
程
に
つ
い
て

は
、
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

が
開
始
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、

全
世
代
や
企
業
の
皆
様
か
ら
支
援

金
を
い
た
だ
き
、
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
支
援
の
拡
充
を
通
じ
て
、

こ
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全

体
で
応
援
す
る
仕
組
み
で
す
。

　
支
援
金
は
、
令
和
８
年
度
か
ら

皆
さ
ま
が
加
入
す
る
各
医
療
保
険

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

令
和
８
年
度
の

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ
　 ７日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　14日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　21日（第３火曜日）
◇燃える大型ごみ
　28日（第４火曜日）
☆スプレー缶、カセットボンベ
等は必ず中身を使い切ってか
ら穴をあけ、資源ごみとして
出してください。

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

（
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
、
被
用
者
保
険
な
ど
）

の
保
険
料
（
税
）
と
合
わ
せ
て
ご

負
担
い
た
だ
き
ま
す
。
支
援
金

は
、
少
子
化
対
策
の
さ
ま
ざ
ま
な

施
策
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
ま
た
は

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
・
３
０
３
・
２
７
２

省
エ
ネ
家
電
製
品
買
換
促
進
事
業
補
助
金

　
一
般
家
庭
で
使
用
さ
れ
て
い
る

古
い
エ
ア
コ
ン
・
冷
蔵
庫
か
ら
省

エ
ネ
性
能
に
優
れ
た
エ
ア
コ
ン
・

冷
蔵
庫
に
買
い
換
え
た
世
帯
を
対

象
に
補
助
を
実
施
し
ま
す
。

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【４月26日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可申請書が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
民
環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

　
　
　
　
　
縦
覧
の
お
知
ら
せ

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

省
エ
ネ
家
電
製
品
購
入
促
進
補
助
金

　
一
般
家
庭
で
使
用
し
、
家
屋
に

設
置
さ
れ
る
省
エ
ネ
家
電
製
品
で

あ
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
を
購
入
し

た
世
帯
を
対
象
に
補
助
を
実
施
し

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金

　
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を
計

画
し
て
い
る
方
で
、
補
助
の
利
用

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
の
方
が
市

民
環
境
課
ま
で
お
越
し
の
う
え
、

相
談
・
申
し
込
み
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。市内のペットボトル

回収箱について
　現在、御坊市ではごみの減量とリ
サイクル推進を目的に「ペットボト
ル回収箱」を市内数か所に設置して
います。そこで回収されたペットボ
トルはリサイクルされ、「おぼん」や
「道路用マット」に生まれ変わります。
　回収箱に入れる時は、ペットボト
ルのキャップとラベルを取り、中を
きれいに洗ってください。設置場所
については、「ごみ出しカレンダー」
の下部に記載しています。市民の皆
様のリサイクルへのご協力よろしく
お願いします。
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